
　　●有効求人倍率（令和６年１１月分）　会津地域：1.35倍　　福島県：1.25倍　　全国：1.25倍
　　●労働力調査（令和６年１１月分）　 　完全失業率：2.5％　完全失業者数：164万人

　　　＊有効求人倍率：一般職業紹介状況（厚生労働省）、完全失業率：季節調整値。完全失業率、完全失業者数：「労働力調査結果」（総務省統計局）

　 ●求人数、求職者数をみると 　 
　　　・月間有効求人数は4,990人となり前年同月比298人減少（5.6％減）
　　　・月間有効求職者数は3,699人となり前年同月比228人増加（6.6％増）
　　　・新規求人数は1,476人となり前年同月比173人減少（10.5％減）
　　　・新規求職者数は808人となり前年同月比52人減少（6.0％減）
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　最近の雇用失業情勢（令和６年１１月分）

　 ●正社員有効求人倍率は1.04倍で前年同月を0.12ポイント下回りました。

　 ●有効求人倍率は 1.35倍（会津若松：1.41倍 喜多方：0.93倍 南会津：2.03倍）となり
　　 前年同月を0.17ポイント下回りました。

　　　　福島労働局ホームページでは雇用に関する各種情報を発信中です。
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ハローワーク南会津

ハローワーク喜多方

〒967-0004 南会津町田島字行司12

〒966-0853 喜多方市字千苅8374

〒965-0877 会津若松市西栄町2-23
TEL0242(26)3333  

TEL0241(22)4111  

TEL0241(62)1101

ハローワーク会津若松

有効求人数、有効求職者数及び有効求人倍率の推移

全国、福島県有効求人倍率の令和５年１２月以前の数値は、令和６年１月分公表時に新季節指数により改訂されています。



h

一般職業紹介状況　次回（令和６年１２月分）公表日１月３１日（金）

　一般職業紹介状況（新規学卒者を除きパートタイムを含む）

精神障害者雇用促進セミナーのご案内

お問合せ先：ハローワーク会津若松求人企画部門
　　　　電話0242(26)3333（31#)

お問合せ先：ハローワーク会津若松雇用指導官
　　　　　　　電話0242(26)3333(32＃)
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※学卒を除きパートを含む。就職率は新規求職者ベース。充足率は新規求人ベース。男女別の記載をしない求職登録が可能のため、男女計が一致しない場合があります。

精神障害者については障害者の法定雇用率の算定基礎に加わっており、事業所においても一層の雇

用推進を図っていただくことが必要となっていることから、精神障害者の雇用についての理解と障害

者雇用の取り組みの参考としていただくためのセミナーを開催します。

障害者雇用にあたり、どのように取り組むとよいか、他社ではどのように取り組んでいるか、障害

者雇用の支援機関などを知ることができます。

日 時 令和７年１月２８日（火）13時30分～15時30分（受付開始13時10分～）

場 所 アピオスペース 大会議室（会津若松市インター西90番地）※駐車場無料

定 員 30事業所程度 ※申込後、定員に達したため参加できない場合は、申込者にご連絡します

対 象 事業主や事業所の人事担当者等、事業所において雇用に関わる方

申 込 電話、電子メールによりお問い合わせください

＜お問合せ＞ ハローワーク会津若松 求人企画部門 担当 小椋

電話 0242-26-3333（＃32）e-mail aizuwakamatsu-anteisho@mhlw.go.jp

内 容

◎会津地域の障害者雇用の状況について ハローワーク会津若松 担当者

◎「障害者雇用促進法」における”精神障害者”の雇用管理 ～発達障害を中心に～

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 福島支部 福島障害者職業センター担当者 様

◎障害者雇用の実例について 株式会社リオン・ドールコーポレーション 担当者 様

◎障害者就業・生活支援センターについて 会津障害者就業・生活支援センター ふろんてぃあ 様

男 女 常用 男 女 常用

 １ 新規求人数 1,476 -　 -　 1,177 1,649 -　 -　 1,414

 ２ 月間有効求人数 4,990 -　 -　 4,305 5,288 -　 -　 4,646

 ３ 新規求職申込件数    808 392 416 770 860 403 456 816

うち４５歳以上 457 254 203 428 498 256 242 461

 ４ 月間有効求職者数   3,699 1,852 1,845 3,637 3,471 1,708 1,760 3,413

うち４５歳以上 2,089 1,133 955 2,049 1,908 1,029 878 1,860

 ５ 紹介件数  864 454 410 777 743 363 380 658

うち４５歳以上 433 234 199 369 399 213 186 339

 ６ 就職件数    290 136 154 272 310 144 166 278

うち４５歳以上 140 64 76 130 155 79 76 133

 ７ 充足数 275 - - 247 314 - - 283

 ８ 新規求人倍率 1.83 - - 1.53 1.92 - - 1.73

 ９ 有効求人倍率 1.35 - - 1.18 1.52 - - 1.36

 10 就職率 （％） 35.9 34.7 37.0 35.3 36.0 35.7 36.4 34.1

うち４５歳以上 30.6 25.2 37.4 30.4 31.1 30.9 31.4 28.9

 11 充足率 （％） 18.6 - - 21.0 19.0 - - 20.0

項目
令和６年１１月 令和５年１１月



福島労働局職業安定部　　　　　　　　　情報発信中です。 The Monthly Report　2025  1月号　3

『公正採用選考人権啓発推進員』 研修会を開催
お問合せ先：ハローワーク会津若松求人企画部門

　　　　電話0242(26)3333(31#)

人権に配慮した 公正な採用選考 をお願いします
お問合せ先：ハローワーク会津若松求人企画部門

　　　　電話0242(26)3333（31#)

ਐ


１１月１３日（水）、アピオスペースにおいて会津地区の各企業の担当者など６８名の方々の

出席をいただき「公正採用選考人権啓発推進員研修会」を開催しました。

当日は、福島労働局職業安定課担当官から「公正採用選考について」、福島労働局雇用環境・

均等室担当官から「男女雇用機会均等法等について」、福島地方法務局若松支局民事専門官から

「人権擁護問題について」、最後にハローワーク会津若松担当官から「キャリアアップ助成金に

ついて」説明を行い、理解を深めていただきました。

＜公正採用選考人権啓発推進員とは＞

◆就職の機会均等を確保する確保する観点に立って、各事業所内で

公正な採用選考システムの確立を図る役割とともに、ハローワーク

や労働局との連携窓口としての役割を担います。

◆具体的には、各事業所内で行われる労働者の採用選考が公正なも

のとなるよう、事業所内での事務的な責任者（旗振り役）としての

役割を担います。

◆この役割を果たしていただくために、「公正採用選考人権啓発推

進員」には、今回のような研修会を通じて、公正採用選考や人権問

題等に関する正しい理解と認識を深めていただいています。
※推進員の設置は

１ 常時使用する従業員が80人以上

２ 常時使用する従業員の数が１人以上である、職業紹介事業者、

派遣元事業主の事業所

３ 常時使用する従業員が80人未満で、自主的に推進員を設置する事業所

面接時の会話の中で、つい「家族構

成」や「親の職業」などを聞いてしまい

がちですが、それは不適切です。

本人に責任のない事項や本来自由であ

るべき事項（思想・信条に関わること）

を把握すること、身元調査などを実施す

ることは、就職差別につながるおそれが

があります。

基準とするつもりがなくてたずねた内

容であっても、回答を受け、一旦適性と

能力に関係のない事実を把握してしまっ

た結果、採否決定に影響を与える可能性

も出てきます。

エントリーシートや面接の質問内容に

は十分な配慮が必要です。

事前に質問を書き出すなど適切な内容

であるか確認しましょう。

詳しくはハローワークへどうぞ

公正採用選考

特設サイト
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　　　　　会津若松市障がい者雇用優良事業所の表彰 お問合せ先：ハローワーク会津若松専門援助部門
　　　　電話0242(26)3333(45＃)

　雇用保険業務取扱状況 お問合せ先：ハローワーク会津若松雇用保険課
　　　　電話0242(26)3333(21＃)

令和６年度

令和６年11月２１日（木）、会津若松市役所市長室において、「会津若松市障がい者

雇用優良事業所顕彰事業」の表彰式が開催されました。

この事業は、障がい者を積極的に雇用し、雇用環境を整えるなど、他の事業所の模範と

なる事業所を「会津若松市長賞」として表彰し、そのすばらしい取組みを、市民の方や

企業に広く啓発することにより、市全体の障がい者雇用意識の高揚を図ることを目的に

実施しているものです。

ハローワーク会津若松は会津若松市と雇用対策協定を締結しており、会津若松市障が

い者雇用優良事業所顕彰事業選考会の一員として、審査基準に照らし、被表彰候補事業

所の選考に関する事項と調査・審議するメンバーとなっております。

今年度の「会津若松市長賞」は、以下の事業所が受賞されました。

おめでとうございます。

○ 田中建設工業株式会社 様

❒代表取締役 田中 誠二郎 様

❒本社所在地 会津若松市南町

❒事業内容 建設業

❒雇用障がい者数 ２名

❒障がい者雇用率 ８．３％

令和６年１１月 令和５年１１月 前年同月比（％）項　　　　　　　目

7 7 0.00

10 17 ▲ 41.18

4,986 5,041 ▲ 1.09

687 634 8.36

748 788 ▲ 5.08

68,605 69,930 ▲ 1.89

172 213 ▲ 19.25

821 815 0.74

67 70 ▲ 4.29

5 4 25.00

59 50 18.00

22 25 ▲ 12.00

24 27 ▲ 11.11

884 959 ▲ 7.82

53 64 ▲ 17.19

464 502 ▲ 7.57

9 4 125.00

13 17 ▲ 23.53

2 4 ▲ 50.00

短   期   特   例 受    給    者    数

再  就  職  手  当 支    給    人    員

適用関係

新    規    適    用    事    業    所    数

廃  　   止    　 事   　  業 　    所 　    数

月  　 末 　  現   　在  　 事   業   所   数

資 　　   格 　    取   　  得    　 者     数

資   　  格 　    喪    　 失 　    者     数

月  　末   現   在   被   保   険   者   数

就業促進定着手当 支    給    人    員

雇用継続給付

高  　 年 　  齢
受給要件確認件数

受 給 者 実 人 員

育 　児　 休 　業
受給要件確認件数

受 給 者 実 人 員

介   護   休   業

給付関係

一 般 （基本手当）
受給資格決定件数

受 給 者 実 人 員

高   齢   給   付 受    給    者    数

受    給    者    数

教育訓練給付
一 般 教 育 訓 練 受    給    者    数

専門実践教育訓練 受 給 者 実 人 員


